
聖

籠

町

告

示

第

二

十

四

号

 
聖

籠

町

意

見

提

出

手

続

実

施

要

綱

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。 
平

成

二

十

四

年

三

月

二

十

九

日

 
 

 
 

 

聖

籠

町

長

 
 

 

渡

邊

 

廣

吉

 
 

 

聖

籠

町

意

見

提

出

手

続

実

施

要

綱

 

（

趣

旨

）

 

第

一

条

 

こ

の

告

示

は

、

町

の

政

策

形

成

に

当

た

り

町

民

の

意

見

等

を

聴

取

す

る

こ

と

に

よ

り

、
町

政

に

お

け

る

公

正

の

確

保

、
透

明

性

の

向

上

及

び

町

民

の

町

政

へ

の

参

画

促

進

並

び

に

町

民

に

信

頼

さ

れ

る

町

政

の

推

進

を

図

る

た

め

、
町

民

が

本

町

の

政

策

等

に

対

す

る

意

見

を

提

出

す

る

手

続

（

以

下

「

町

民

意

見

提

出

手

続

」

と

い

う

。
）

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

告

示

に

お

い

て

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

一

 

町

民

 

町

内

に

住

所

を

有

す

る

者

、

町

内

で

働

き

、

又

は

学

ぶ

者

、

町

内

に

お

い

て

事

業

活

動

そ

の

他

の

活

動

を

行

う

者

及

び

団

体

並

び

に

次

条

第

一

項

の

手

続

の

対

象

と

な

る

事

案

に

関

し

利

害

関

係

を

有

す

る

者

及

び

団

体

を

い

う

。

 

二

 

町

長

等

 

町

長

そ

の

他

の

執

行

機

関

及

び

公

営

企

業

管

理

者

を

い

う

。

 

三

 

法

令

等

 

法

律

、

法

律

に

基

づ

く

命

令

(

告

示

を

含

む

。

)

、

新

潟

県

の

条

例

、

新

潟

県

の

執

行

機

関

の

規

則

そ

の

他

の

規

程

、

本

町

の

条

例

、

本

町

の

執

行

機

関

の

規

則

そ

の

他

の

規

程

を

い

う

。

 



（

対

象

）

 

第

三

条
 

町

民

意

見

提

出

手

続

の

対

象

と

な

る

政

策

等

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

町

政

に

関

す

る

基

本

的

な

方

針

を

定

め

る

条

例

及

び

規

則

の

制

定

又

は

改

廃

に

係

る

も

の

 

二

 

町

の

憲

章

又

は

宣

言

 

三

 

町

の

基

本

的

な

施

策

に

関

す

る

計

画

、

指

針

等

の

決

定

又

は

重

要

な

変

更

に

係

る

も

の

 

四

 

町

民

に

義

務

を

課

し

、

又

は

権

利

を

制

限

す

る

条

例

（

地

方

税

の

賦

課

徴

収

並

び

に

分

担

金

、

使

用

料

及

び

手

数

料

の

徴

収

に

関

す

る

も

の

は

除

く

。
）

の

制

定

又

は

改

廃

に

係

る

も

の

 

五

 

公

共

の

用

に

供

さ

れ

る

施

設

の

建

設

に

係

る

計

画

（

そ

の

利

用

が

特

定

の

地

域

の

利

用

に

限

ら

れ

る

も

の

を

除

く

。
）

 

六

 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

町

長

等

が

特

に

必

要

と

認

め

る

も

の

 

（

適

用

除

外

）

 

第

四

条

 

こ

の

告

示

は

、

前

条

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

も

の

の

う

ち

、

次

に

掲

げ

る

も

の

に

は

、

適

用

し

な

い

。

 

一

 

公

益

上

、

緊

急

を

要

し

、

町

民

意

見

提

出

手

続

を

実

施

す

る

こ

と

が

困

難

な

も

の

 

二

 

軽

微

な

変

更

と

認

め

ら

れ

る

も

の

 

三

 

地

方

自

治

法

(

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

)

第

七

十

四

条

第

一

項

の

請

求

を

受

け

て

議

会

に

付

議

す

る

条

例

 

四

 

地

方

自

治

法

第

百

三

十

八

条

の

四

第

三

項

の

規

定

に



よ

り

設

置

す

る

附

属

機

関

又

は

町

長

等

が

設

置

す

る

こ

れ

に

準

ず

る

機

関

(

以

下

「

附

属

機

関

等

」

と

い

う

。

)

の

議

を

経

て

政

策

を

定

め

よ

う

と

す

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

附

属

機

関

等

が

町

民

意

見

提

出

手

続

に

準

ず

る

手

続

を

実

施

す

る

も

の

 

五

 

法

令

等

に

よ

り

縦

覧

そ

の

他

の

方

法

で

町

民

か

ら

の

意

見

を

聴

取

す

る

手

続

等

が

定

め

ら

れ

て

い

る

も

の

 

（

政

策

等

の

案

の

公

表

）
 

第

五

条

 

町

長

等

は

、

政

策

等

の

策

定

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

当

該

政

策

等

の

策

定

の

意

思

決

定

前

に

、

政

策

等

の

案

を

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

町

長

等

は

、
前

項

の

規

定

に

よ

り

政

策

等

の

案

を

公

表

す

る

と

き

は

、
次

に

掲

げ

る

資

料

を

併

せ

て

公

表

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

政

策

等

の

案

を

作

成

し

た

趣

旨

、

目

的

及

び

背

景

 

二

 

政

策

等

の

案

を

附

属

機

関

等

で

審

議

し

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

答

申

等

の

概

要

 

三

 

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

政

策

等

の

案

の

内

容

を

説

明

す

る

た

め

に

必

要

な

資

料

 

３

 

町

長

等

は

、
前

二

項

の

規

定

に

よ

り

公

表

す

る

内

容

が

相

当

量

に

及

ぶ

と

き

は

、
公

表

す

る

内

容

の

全

部

の

閲

覧

方

法

を

明

示

し

た

上

で

該

当

内

容

の

一

部

を

省

略

し

て

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

公

表

の

方

法

）

 

第

六

条

 

前

条

の

規

定

に

よ

る

公

表

は

、

町

役

場

本

庁

、

町

民

会

館

、
保

健

福

祉

セ

ン

タ

ー

そ

の

他

町

長

等

が

定

め

る

場

所

へ

備

え

置

く

と

と

も

に

、
町

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

す

る



こ

と

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。

 

２

 
町

長

等

は

、

前

項

に

規

定

す

る

公

表

を

行

う

と

き

は

、

町

広

報

、
ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

そ

の

他

の

方

法

に

よ

り

広

く

町

民

に

そ

の

旨

を

周

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

意

見

の

提

出

）
 

第

七

条

 

町

長

等

は

、

政

策

等

の

案

を

公

表

す

る

と

き

は

、

町

民

が

意

見

を

提

出

す

る

こ

と

が

で

き

る

三

十

日

以

上

の

期

間

を

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

や

む

を

得

な

い

理

由

に

よ

り

三

十

日

以

上

の

期

間

を

設

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

場

合

は

、

そ

の

理

由

を

公

表

し

て

、

三

十

日

を

下

回

る

期

間

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

意

見

の

提

出

は

、

次

の

方

法

に

よ

り

、

町

長

等

へ

提

出

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

電

子

メ

ー

ル

 

二

 

フ

ァ

ク

シ

ミ

リ

 

三

 

郵

便

 

四

 

窓

口

へ

持

参

 

五

 

そ

の

他

町

長

等

が

適

当

と

認

め

る

方

法

 

３

 

意

見

を

提

出

し

よ

う

と

す

る

町

民

は

、
原

則

と

し

て

住

所

、

氏

名

（

団

体

に

あ

っ

て

は

、

所

在

地

、

名

称

及

び

代

表

者

氏

名

）

及

び

電

話

番

号

を

明

ら

か

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

意

思

決

定

に

当

た

っ

て

の

意

見

の

考

慮

等

）

 

第

八

条

 

町

長

等

は

、

町

民

意

見

提

出

手

続

を

実

施

し

て

政

策

等

を

定

め

た

場

合

は

、

速

や

か

に

次

に

掲

げ

る

事

項

(

聖

籠

町

情

報

公

開

条

例

(

平

成

十

年

聖

籠

町

条

例

第

三

号

)

第

六

条

に

規

定

す

る

非

公

開

情

報

を

除

く

。

)

を

町

広

報

、

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

そ

の

他

の

方

法

に

よ

り

公

表

す

る

も

の

と

す

る

。 



一
 

政

策

等

の

題

名

 
二

 
町

民

意

見

提

出

手

続

を

実

施

し

た

期

間

 

三

 

提

出

意

見

(

提

出

意

見

が

な

か

っ

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

旨

)
 

四

 

提

出

意

見

を

考

慮

し

た

結

果

(

町

民

意

見

提

出

手

続

を

実

施

し

た

政

策

等

の

案

と

定

め

た

政

策

等

と

の

差

異

を

含

む

。

)

及

び

そ

の

理

由

 

２

 

町

長

等

は

、
前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、
必

要

に

応

じ

、

同

項

第

三

号

に

掲

げ

る

提

出

意

見

に

代

え

て

、
当

該

提

出

意

見

を

整

理

し

、
又

は

要

約

し

た

も

の

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

３

 

町

長

等

は

、
提

出

意

見

を

公

表

す

る

こ

と

に

よ

り

第

三

者

の

利

益

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

場

合

そ

の

他

正

当

な

理

由

が

あ

る

場

合

は

、
当

該

提

出

意

見

の

全

部

又

は

一

部

を

公

表

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

実

施

状

況

の

公

表

）

 

第

九

条

 

町

長

等

は

、

毎

年

一

回

、

町

民

意

見

提

出

手

続

の

実

施

状

況

を

取

り

ま

と

め

、

町

広

報

、

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

そ

の

他

の

方

法

に

よ

り

公

表

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

そ

の

他

）

 

第

十

条

 

こ

の

告

示

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、
必

要

な

事

項

は

、

町

長

等

が

別

に

定

め

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

告

示

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

実

施

す

る

。 


